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水越 正和 

 

議案第 27号 2021年度須坂市一般会計予算に対する修正動議 

 

上記の修正動議を下記のとおり地方自治法第 115条の３及び須坂市議会会議規則第 17 条の規定に

より提出する。 

記 

 

2021年度須坂市一般会計予算に対する修正案 

第 1条第１項中「２５，０３０，０００千円」を「２５，０２５，５２０千円」に改める。 

 

第 1条第２項の第１表を次のとおり修正する。 

第 1表の１．歳入中 

「                       単位 千円 

款 項 金額 

19 繰 入 金  1,570,622 

 ２ 基金繰入金 1,570,342 

歳 入 合 計 25,030,000 

                                」 

   を 

「                       単位 千円 

款 項 金額 

19 繰 入 金  1,566,142 

 ２ 基金繰入金 1,565,862 

歳 入 合 計 25,025,520 

                              」 

に改め、 



同表の２．歳出中 
  「                        単位 千円 

款 項 金額 

10 教 育 費  2,763,014 

 ６ 社会教育費 795,699 

歳 出 合 計 25,030,000 

                                」 

  を 

  「                        単位 千円 

款 項 金額 

10 教 育 費  2,758,534 

 ６ 社会教育費 791,219 

歳 出 合 計 25,025,520 

                              」 

に改める。 

 

修正理由 

１ レプリカによる展示会は、ほんものによる教育を掲げる須坂市の教育理念とは相反する事業で

ふさわしくない。 

 

２ レプリカ展示経費 448 万円の根拠が曖昧である。 

 

３ 文化振興事業団が実施すべき事業であり、一部の力がある人達によって行うことは、文化振興

事業団及び学芸員の成熟・育成を妨げる。 


